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１ 計画策定の趣旨 

 

大田原市は、栃木県の北東部に位置し、市の中西部は那珂川と箒川に囲まれた那須五峰から

広がる那須野が原の扇状地にあたり、東部は八溝山系の美しい山並が連なります。 

大田原の名は“大俵”に由来し、その名のとおり、古くから米をはじめとした農業が盛んな

地域で、米の産出額は県内一位を誇り、関東有数の米どころです。また、耕種農業や肉用牛繁

殖・肥育、酪農を営む農家も多く、良質な水、肥沃な土壌、そして農業者が心を込めて生産す

る農畜産物は、市民の生活を支える重要な柱の一つとなっています。 

しかし、農業の担い手の減少や農業従事者の高齢化による生産基盤の脆弱化、遊休農地の増

加は全国的な問題であり、食料の安定供給、農業の持続的発展、豊かな自然環境の維持は、次

世代に向けて取り組まなければならない喫緊の課題となっています。 

こうした中、国では「みどりの食料システム戦略」を策定し、中長期的な観点から農業の生

産性向上と持続性の両立を目指した取組を進めており、栃木県においても「とちぎグリーン農

業推進方針」を策定し、環境と調和のとれた持続可能な農業生産を実現するための取組を推進

しています。 

 近年、ＳＤＧｓが広く浸透し、農業分野においても環境に配慮した生産体系へシフトする農

業者や有機農産物を積極的に選ぶ消費者が増えています。有機農業など環境負荷低減に配慮し

た農業、いわゆる『環境にやさしい農業』は、今後さらに需要が高まる生産体系ですが、それ

らに取り組む農家は市内の一部にとどまり、消費者や慣行栽培農家への理解促進、流通システ

ムなどに課題を抱える状況です。 

 このような状況を踏まえ、本市では、地域ぐるみで環境にやさしい農業に取り組む『オーガ

ニックビレッジ』の実現に向け、地域の特性を生かした有機農業の推進、地域理解の醸成に向

けた取組を盛り込んだ「大田原市有機農業実施計画」を策定します。 

 

 

２ 市区町村 

 

 栃木県大田原市 

 

 大田原市  

総人口  ６８，５４２人 ※参考：毎月人口調査（令和８年１月１日現在） 

面積   ３５，４３６ ha 

耕地面積 １０，０９０ ha ※参考：令和５年面積調査 

総農家数  ３，６６５ 戸 ※参考：２０２０農林業センサス 

販売農家数 ２，９９１ 戸 ※参考：２０２０農林業センサス 
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３ 計画対象期間 

 

令和８年度（2026年度）から令和１２年度（2030年度）の５年間とします。 

 

 

４ 本計画における有機農業の定義 

 

有機農業とは、有機農業の推進に関する法律（平成１８年法律第１１２号）において「化学

的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基

本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行

われる農業」と定義されています。 

本計画における有機農業の定義は、有機農業のすそ野を広げるため、有機農産物の日本農林

規格（有機ＪＡＳ）に規定する生産方式に限定せず、上記法律に準拠するものとします。 

 

 

５ 有機農業の現状 

 

 本市では、以前から有機農業に取り組む農業者が多く、水稲を中心とした有機農業取組面積

（令和６年度末時点）は県内一であり、全国でも上位に入る有機農業が盛んな地域です。 

しかし、耕地面積に占める割合は１％にとどまり、取組面積、取組農家数ともにここ数年横

ばいで推移しており、広がりは限定的なものとなっています。消費の面でも、市内で有機農産

物を取扱う店舗は少なく、有機農業が広く浸透しているとは言い難い状況にあります。 

   

 

実需から環境負荷低減に寄与する農業への関心や機運が高まっている現在、有機農業のさら

なる推進・拡大が求められていることから、本市では、令和６年２月に大田原市有機農業推進

協議会を設立し、有機農業の育成・普及・発展を通して、持続可能な地域農業の存続・発展を

図ることとしました。 

協議会において、有機農業を推進する上での課題等を協議・検討した結果、有機農業や有機

農産物がより身近なものになるためには、消費者に対する普及・啓発を軸とした取組が重要と

の結論に至り、有機栽培で生産された大田原産米の学校給食への提供、オーガニックマルシェ

の開催など、有機農業への関心や理解を深めてもらうための取組を行っているところです。 
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※有機農業の取組に係る実態調査（栃木県那須農業振興事務所、大田原市） 
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６ アンケート調査結果（概要） 

 

（１）生産者アンケート 

■ 実施：令和７年６月 ■ 対象：市内生産者（農業従事者） ■ 回収：４１５件 

 

●農業従事者の年齢層 （有効回答数：３９４） 

回答者のうち、７０歳以上の割合が半数を超えており、６０歳以上になると約８割を占

め、本市の農業従事者の高齢化を表す結果となっています。 

 

●慣行農業者の有機農業の取組意向 （有効回答数：３２３） 

『取り組みたいと思わない』、『あまり取り組みたいと思わない』あわせて２３７人（

７３％）と、消極的な回答が上回っていますが、『取り組みたい』、『どちらかといえば

取り組みたい』はあわせて８６人（２７％）で、前向きな生産者も一定数いることが確認

できます。 

 

●有機農業の取組に消極的な理由 （複数回答） 

『労力が掛かる』との理由が最も多く、次いで、『特にメリットを感じない』、『コス

トが掛かる』、『収量や品質が不安定』の順でした。除草作業等の労力負担をデメリット

と捉える方が多いようです。 

 

 

20 66 133 104

取り組みたい どちらかといえば取り組みたい

あまり取り組みたいと思わない 取り組みたいと思わない

160 73 68 62 32 31 10

労力が掛かる 特にメリットを感じない コストが掛かる

収量や品質が不安定 販路の確保が困難 販売価格が期待できない

その他

10 26 47 98 213

～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳～

3％ 7％ 12％ 25％ 54％ 

6％ 21％ 41％ 32％ 

37％ 17％ 16％ 14％ 7％ 7％ 2％ 
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●学校給食での有機農産物の活用 （有効回答数：２５５） 

『取り入れるべき』、『どちらかといえば取り入れるべき』があわせて１４８人（５８

％）だったのに対し、『取り入れなくてよい』は１１人（４％）という結果でした。やや

否定的にも捉えられる『どちらともいえない』と回答した方も４割程度いますが、こども

たちの食に関しては多くの方が肯定的であることが分かります。 

 

★生産者アンケート結果まとめ 

有機農業に関心を示す生産者は一定数いるものの、慣行農業に比べ、除草作業や病害虫

対策に多くの労力や時間、コストが掛かる点をネックと捉える方が多く、農業従事者の高

齢化が進む中にあって、有機農業の生産面での拡大にあたり大きな課題となっています。 

一方で、学校給食に有機農産物を活用することについては肯定的な意見が多く、有機農

産物の消費拡大の可能性を示す結果といえます。 

 

 

（２）消費者アンケート 

■ 実施：令和７年９月～１１月 ■ 対象：各種イベント来場者等 ■ 回収：１６５件 

 

●有機農業、有機農産物の認知度・理解度・関心度 （有効回答数：１６４） 

 有機農業や有機農産物という言葉は浸透しているようですが、内容をきちんと知ってい

ると回答した方は２割程度で、消費者の理解度はまだ低い状況にあります。 

関心度については、『とても関心がある』、『やや関心がある』あわせて１１２人（６

８％）と、７割近くの方が関心を示しています。 

34 55 71 4

知っていた ある程度知っていた

聞いたことはあるが、内容は知らなかった 聞いたこともなく、内容も知らなかった

30 82 43 9

とても関心がある やや関心がある あまり関心がない 関心がない

70 78 11 96

取り入れるべき どちらかといえば取り入れるべき

取り入れなくてよい どちらともいえない

27％ 31％ 4％ 38％ 

21％ 34％ 43％ 2％ 

18％ 50％ 26％ 6％ 
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●有機農産物の購入頻度 （有効回答数：１６４） 

１２５人（７７％）が有機農産物の購入経験があり、一定数のニーズが確認されました

が、『日常的に購入している』、『時々購入している』と回答した“継続的な購入層”は

４７人（２９％）にとどまっています。 

 

●有機農産物に対するイメージ （複数回答） 

 『安全・安心』とのイメージが最も多く、回答者の９割以上が選んでいます。次いで、

『健康にいい』、『価格が高い』、『自然や環境にやさしい』の順となっており、全体的

にポジティブなイメージの割合が高く、ネガティブなイメージは少ない結果でした。 

 

●学校給食での有機農産物の活用 （有効回答数：１５９） 

   生産者アンケート同様、多くの方が肯定的であることが分かる結果となっています。 

 

★消費者アンケート結果まとめ 

有機農業や有機農産物という言葉は多くの方に認知されており、関心の高さも示す結果

となっていますが、内容や定義まで正しく理解している方は少なく、環境にやさしい農業

への理解促進のための取組が必要といえます。 

食料品を含めた物価が高騰している中でも、食の安全性を重視する方、健康志向の方、

環境意識が高い方は一定数存在するため、それらの層を中心に有機農産物の持つ魅力や価

値をＰＲし、継続的な購入層に取り込むことで消費拡大につながると考えます。 

8 39 78 12 27

日常的に購入している 時々購入している

過去に購入したことがある 購入したいが近くに取扱店がない

購入したことがない

152 90 78 71 50 49 16 14

安全・安心 健康にいい 価格が高い

自然や環境にやさしい 手に入りにくい おいしい

見た目に難がある 他との違いが分からない

44 71 7 37

できるだけ取り入れてほしい ある程度取り入れてほしい

取り入れなくてよい どちらともいえない

5％ 24％ 48％ 7％ 16％ 

29％ 17％ 15％ 14％ 10％ 9％ 3％ 3％ 

28％ 45％ 4％ 23％ 
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（３）学校給食有機米提供後アンケート 

■ 実施：令和７年１２月 ■ 対象：市内中学生 ■ 回収：６２２件 

 

●有機農業、有機農産物の認知度・理解度 （有効回答数：６２２） 

   有機農業や有機農産物という言葉を知っているとの回答は３９８人（６４％）と、中学

生にもある程度浸透しているようですが、意味を理解している方は１１１人（１８％）に

とどまっています。 

 

●有機農産物に対するイメージ （複数回答） 

中学生世代でも『安全・安心』とのイメージが最も多く、回答者の約半数が選んでいま

す。次いで、『自然や環境にやさしい』、『おいしい』、『健康にいい』の順となってお

り、ポジティブなイメージが先行する結果でした。 

 

  ●有機農産物の消費頻度 （有効回答数：６２２） 

学校給食（有機米）以外の有機農産物の消費に関しては、２０２人（３２％）が食べた

経験があり、家庭でも一定の消費機会があることが分かります。『食べたことがない』と

の回答は４２人（７％）と少数でしたが、『意識したことがない、分からない』との回答

が全体の６割を占めています。 

 

111 287 224

言葉も意味も知っていた 聞いたことがあるが、意味は知らなかった

言葉も意味も知らなかった

318 293 265 264 158 133 83 56 36

安全・安心 自然や環境にやさしい おいしい

健康にいい イメージが浮かばない 価格が高い

あまり身近ではない 他との違いが分からない 見た目がよくない

53 79 70 42 378

よく食べている たまに食べる

何度か食べたことがある 食べたことがない

意識したことがない、分からない

18％ 46％ 36％ 

20％ 18％ 17％ 16％ 10％ 8％ 5％ 4％ 2％ 

8％ 13％ 11％ 7％ 61％ 
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●食材や食品を選ぶ際の優先度 （複数回答） 

『味・おいしさ』を優先するとの回答が最も多く、回答者の８割以上が選んでいます。

次いで、『安全性』、『価格』、『新鮮さ』、『見た目』の順となっており、『国内産』

や『地元産』を優先するとの回答は少数でした。 

 

●学校給食での有機野菜の活用 （有効回答数：６２２） 

『どちらともいえない』との回答が半数近くを占めていますが、それ以外の回答結果を

見ると、『ぜひ取り入れてほしい』、『なるべく取り入れてほしい』があわせて２５６人

（４１％）だったのに対し、『取り入れなくてよい』は６６人（１１％）と、肯定的な回

答が大きく上回っています。 

 

  ★学校給食有機米提供後アンケート結果まとめ 

有機農業や有機農産物は、中学生（＝若い世代）にもある程度認知されており、「安全

・安心」を筆頭にポジティブなイメージを持つ方が多く、一部の家庭において一定の消費

機会があることが確認できます。 

一方で、消費頻度の設問では「意識したことがない、分からない」との回答が半数以上

と、関心が薄い層の多さが窺えることから、このような層が理解と関心を深め、有機農産

物を食の選択肢の一つとして意識してもらえるような取組が必要です。 

また、地産地消は持続可能な農業と密接に関連するものですが、食品・食材を選ぶ際に

地元産を優先するとの意見は少なく、有機農産物を含めた地産地消の意識向上が今後の課

題といえます。 

 

 

 

 

 

520 374 241 227 210 184 86 4841

味・おいしさ 安全性 価格

新鮮さ 見た目 栄養価

国内産 地元産（県内・市内） 特にこだわらない

121 135 66 300

ぜひ取り入れてほしい なるべく取り入れてほしい

取り入れなくてよい どちらともいえない

27％ 19％ 13％ 12％ 11％ 10％ 4％ 2％ 2％ 

19％ 22％ 11％ 48％ 
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７ ５年後に目指す目標 

 

 本市では、有機農業の現状を踏まえ、生産面と消費面での拡大・増加を図ります。 

項目 現状 目標（R12） 

有機農業取組面積の拡大 ※ １１２ ha（R6） １３０ ha 

有機農業取組農家数の増加 ※  ２１ 戸（R6）  ３０ 戸 

学校給食での有機農産物等の活用   ６ 回（R7）  １０ 回 

市内外に向けたＰＲ活動 ２ 回（R7） ２回以上 
 

※：有機ＪＡＳ認証取得の有無は問わない 

 

８ 取組内容 

 

（１）有機農業の生産段階の推進の取組 

 

●新たな担い手の確保 

   新規就農者の参入、慣行農業から有機農業への転換を推進するため、有機農業先駆者や

関係機関と連携し、就農相談、情報提供を行うとともに、先進地視察や栽培技術研修会、

講演会、意見交換会を開催し、段階的な移行と定着を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●省力化手法、良質な土づくりの推進 

   除草作業等の労力負担軽減、作業効率化や生産性向上に有効な手法（農福連携、スマー

ト農業の導入）について調査・研究を行い、有機農業において重要となる土づくりに関す

る技術研修会等を開催し、良質な土づくりについて推進していきます。 

 

  ●環境保全型農業直接支払交付金の活用 

   「環境保全型農業直接支払交付金」を活用し、環境保全に効果の高い営農活動に対して

支援を行います。 

 

●特定区域の設定に向けた取組 

   みどりの食料システム法に基づき地域ぐるみで環境負荷低減に取り組む「特定区域」の

設定に向けた検討を行います。 
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（２）有機農業で生産された農産物の流通、加工、消費等の取組 

 

  ●学校給食における有機農産物の活用 

学校給食を通じて、次世代を担うこどもたちに、有機農産物が“食”の選択肢の一つで

あることを学んでもらうとともに、市内で生産された農産物に愛着を持ち、郷土愛が深ま

るよう、食育・地産地消の観点からも取組を進めていきます。また、保護者に対しても有

機農業への理解、有機農産物の普及啓発を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●消費ＰＲ活動 

市内外のイベントへの参加やオーガニックマルシェの開催により有機農産物をＰＲし、

消費者の有機農業への理解促進を図るとともに消費拡大につなげます。また、ホームペー

ジやＳＮＳ等を活用し、情報を発信していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●地域内消費の拡大 

   有機農産物の取扱意向のある市内の小売店や飲食店、食品加工業者等と連携し、消費拡

大、商品開発、安定した販路の確保に努めます。 

 

●農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」の推進 

環境に配慮した生産手法によって生産された農産物を 

分かりやすく表示（見える化）した「みえるらべる」の 

活用により、生産者と消費者の相互理解を促し、環境に 

配慮した農業に対する地域理解の醸成につなげます。 
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９ 取組の推進体制 

 

（１）実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）関係者の役割 

取組主体 取組内容（役割） 

有機農業実践者 
・取組面積の拡大 

・有機農産物のＰＲ、販路開拓 

大田原市有機農業推進協議会 
・有機農業実施計画の実施、総括的な支援 

・有機農業の普及啓発、情報発信、ＰＲ 

栃木県 
・有機農業に関する政策、支援等の情報提供 

・有機栽培技術等の検証、指導、助言 

教育委員会、小中学校（学校給食） 
・有機農産物の積極的な活用、ＰＲ 

・食育、地産地消の推進 

ＪＡなすの ・有機農産物の流通経路の検討・確保 

直売所、小売店 ・有機農産物の取扱い 

飲食店、食品加工業者 ・メニュー、加工品等の開発 
 

生産 

有機農業実践者 

流通・加工 

ＪＡなすの 

直売所、小売店 

飲食店 

食品加工業者 など 

消費 

地域住民 

消費者 

小中学校（学校給食） 

 

消費拡大 販路拡大 

助言・協力 

栃木県 

大田原市農業公社 

有機農業先駆者 

認定農業者会 

技術指導 

助言 

行政 

大田原市 

・農政課 

・農業委員会 

・教育委員会 

 

情報発信 

ＰＲ 

食育 

連携 

協力 

大田原市 
有機農業推進協議会 

事務局 

（大田原市農政課） 

政策支援 

供給 
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１０ 資金計画 

 

令和８年度は、国の『みどりの食料システム戦略緊急対策交付金（先進的有機農業拡大促進

事業）』を活用し、各種事業を実施します。また、併用可能な国の関連事業についても積極的

に活用します。 

令和９年度以降も継続的な活動が可能となるよう、国や県の事業、本市の関連事業を活用し

ながら有機農業の推進を図り、地域の民間企業との連携を検討していくとともに、今後の取組

結果や状況に応じて、必要な見直しを行うものとします。 

 

 

１１ みどりの食料システム法に基づく有機農業の推進方針ついて 

 

栃木県と県内市町が共同で策定する「とちぎグリーン農業推進方針」に沿って推進していき

ます。 

 

 

１２ 本事業以外の関連事業の概要 

 

●環境保全型農業直接支払交付金 

  化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生

物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援します。 

 

●新規就農者育成総合対策事業 

  就農後の経営発展のための機械・施設等の導入支援、経営開始や就農準備などの資金助成

により、新規就農者を支援します。 

 

●農業近代化資金利子補給金 

  農機具等の購入に必要な資金に係る利子補給金を交付することにより、農業経営の改善と

近代化を支援します。 

 

 

１３ その他（達成状況の評価、取組みの周知等） 

 

環境保全型農業直接支払交付金事業の取組状況及び有機農業者への聞き取りにより達成状況

を確認し、計画の進捗状況の評価を行います。 

 


